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埼 玉 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表                  （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

 

改   正   後 改   正   前 
埼 玉 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 埼 玉 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 

第 一 条 ・ 第 二 条 （ 略 ） 第 一 条 ・ 第 二 条 （ 略 ）  

 （ 多 数 の 動 物 の 飼 養 に 係 る 届 出 ） 

第 三 条 条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 動 物 は 、 犬 又 は 猫

（ 生 後 九 十 日 以 内 の も の を 除 く 。 ） と す る 。 

２ 条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 数 は 、 十 と す る 。 

３ 条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ

る 者 と す る 。 

 一 化 製 場 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十 号 ） 第 九 条 第 一 項   

  の 許 可 を 受 け た 者 

 二 獣 医 療 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 四 十 六 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 診 療 施 設 の        

  開 設 の 届 出 を し た 者 

４ 条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 と す る 。 

 一 飼 養 す る 対 象 動 物 の 性 別 

 二 飼 養 す る 対 象 動 物 の 不 妊 又 は 去 勢 の 措 置 の 実 施 状 況 

５ 次 の 各 号 に 掲 げ る 届 出 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も の と

す る 。 

 一 条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 様 式 第 二 号 

 二 条 例 第 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 様 式 第 三 号 

 三 条 例 第 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 様 式 第 四 号 

（ 新 規 ） 

第 四 条 （ 略 ） 第 三 条 （ 略 ） 

（ 身 分 を 示 す 証 明 書 ） （ 身 分 を 示 す 証 明 書 ） 

第 五 条 条 例 第 九 条 第 四 項 及 び 条 例 第 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す

証 明 書 の 様 式 は 、 様 式 第 五 号 の と お り と す る 。 

第 四 条 条 例 第 九 条 第 四 項 及 び 条 例 第 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す

証 明 書 の 様 式 は 、 様 式 第 二 号 の と お り と す る 。 

（ 公 示 の 方 法 ） （ 公 示 の 方 法 ） 

第 六 条 （ 略 ） 第 五 条 （ 略 ） 

（ 野 犬 等 の 掃 と う の 方 法 ） （ 野 犬 等 の 掃 と う の 方 法 ） 

第 七 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 野 犬 等 の 掃 と う （ 以 下 「 野 犬 等 の 掃

と う 」 と い う 。 ） は 、 必 要 な 時 間 を 限 っ て 、 道 路 、 空 地 、 広 場 、 堤 防 そ の

第 六 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 野 犬 等 の 掃 と う （ 以 下 「 野 犬 等 の 掃

と う 」 と い う 。 ） は 、 必 要 な 時 間 を 限 っ て 、 道 路 、 空 地 、 広 場 、 堤 防 そ の
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他 適 当 な 地 表 に 薬 物 入 り の 餌 を 置 く こ と に よ っ て 行 う も の と す る 。 他 適 当 な 地 表 に 薬 物 入 り の え さ を 置 く こ と に よ っ て 行 う も の と す る 。 
２ 前 項 の 薬 物 入 り の 餌 は 、 着 色 し 、 当 該 薬 物 入 り の 餌 ご と に そ れ が 薬 物 入

り 餌 の で あ る 旨 を 表 示 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 薬 物 入 り の え さ は 、 着 色 し 、 当 該 薬 物 入 り の え さ ご と に そ れ が 薬

物 入 り の え さ で あ る 旨 を 表 示 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

３ 保 健 所 長 は 、 当 該 職 員 に 第 一 項 の 薬 物 入 り の 餌 の 置 か れ た 場 所 を 巡 視 さ

せ 、 か つ 、 野 犬 等 の 掃 と う の 時 間 が 経 過 す る 前 に 当 該 薬 物 入 り の 餌 を 回 収

さ せ な け れ ば な ら な い 。 

３ 保 健 所 長 は 、 当 該 職 員 に 第 一 項 の 薬 物 入 り の え さ の 置 か れ た 場 所 を 巡 視

さ せ 、 か つ 、 野 犬 等 の 掃 と う の 時 間 が 経 過 す る 前 に 当 該 薬 物 入 り の え さ を

回 収 さ せ な け れ ば な ら な い 。 

（ 野 犬 等 の 掃 と う を す る 旨 の 周 知 の 方 法 ） （ 野 犬 等 の 掃 と う を す る 旨 の 周 知 の 方 法 ） 

第 八 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 周 知 は 、 野 犬 等 の 掃 と う を 実 施 す

る 区 域 、 期 間 及 び 時 間 、 薬 物 の 種 類 並 び に 薬 物 入 り の 餌 の 状 態 に つ い て 、

少 な く と も 次 に 掲 げ る 措 置 を と る こ と に よ り 行 う も の と す る 。 

第 七 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 周 知 は 、 野 犬 等 の 掃 と う を 実 施 す

る 区 域 、 期 間 及 び 時 間 、 薬 物 の 種 類 並 び に 薬 物 入 り の え さ の 状 態 に つ い て 、

少 な く と も 次 に 掲 げ る 措 置 を と る こ と に よ り 行 う も の と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

（ 事 故 発 生 の 届 出 ） （ 事 故 発 生 の 届 出 ） 

第 九 条 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 特 定 動 物 の 飼 い 主 に あ っ

て は 様 式 第 六 号 の 届 出 書 に よ り 、 犬 の 飼 い 主 に あ っ て は 様 式 第 七 号 の 届 出

書 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 八 条 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 特 定 動 物 の 飼 い 主 に あ っ

て は 様 式 第 三 号 の 届 出 書 に よ り 、 犬 の 飼 い 主 に あ っ て は 様 式 第 四 号 の 届 出

書 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 費 用 の 額 ） （ 費 用 の 額 ） 

第 十 条 （ 略 ） 第 九 条 （ 略 ） 

別 表 （ 第 十 条 関 係 ） 別 表 （ 第 九 条 関 係 ） 

 区 分 金 額   区 分 金 額  

 一 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 一

号 に 規 定 す る 第 一 種 動 物 取

扱 業 登 録 申 請 

イ 申 請 に 係 る 第 一 種 動 物 取

扱 業 の 種 別 の 数 が 一 で あ る

場 合 

  一 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 一

号 に 規 定 す る 動 物 取 扱 業 登

録 申 請 

イ 申 請 に 係 る 動 物 取 扱 業 の

種 別 の 数 が 一 で あ る 場 合 

 

   一 万 六 千 円     一 万 六 千 円  

   ロ 申 請 に 係 る 第 一 種 動 物 取

扱 業 の 種 別 の 数 が 二 以 上 で

あ る 場 合 

    ロ 申 請 に 係 る 動 物 取 扱 業 の

種 別 の 数 が 二 以 上 で あ る 場

合 

 

   一 万 六 千 円 に 一 を 超 え る

第 一 種 動 物 取 扱 業 の 種 別 の

数 に 八 千 円 を 乗 じ て 得 た 額

を 加 算 し た 額 

    一 万 六 千 円 に 一 を 超 え る

動 物 取 扱 業 の 種 別 の 数 に 八

千 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算

し た 額 

 

 二 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 第 一 種 動 物 取

イ 申 請 に 係 る 第 一 種 動 物 取

扱 業 の 種 別 の 数 が 一 で あ る

  二 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 動 物 取 扱 業 登

イ 申 請 に 係 る 動 物 取 扱 業 の

種 別 の 数 が 一 で あ る 場 合 
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扱 業 登 録 更 新 申 請 場 合 録 更 新 申 請 

   一 万 円     一 万 円  

   ロ 申 請 に 係 る 第 一 種 動 物 取

扱 業 の 種 別 の 数 が 二 以 上 で

あ る 場 合 

    ロ 申 請 に 係 る 動 物 取 扱 業 の

種 別 の 数 が 二 以 上 で あ る 場

合 

 

   一 万 円 に 一 を 超 え る 第 一

種 動 物 取 扱 業 の 種 別 の 数 に

五 千 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加

算 し た 額 

    一 万 円 に 一 を 超 え る 動 物

取 扱 業 の 種 別 の 数 に 五 千 円

を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た

額 

 

 三 （ 略 ） （ 略 ）   三 （ 略 ） （ 略 ）  

 四 （ 略 ） （ 略 ）   四 （ 略 ） （ 略 ）  

      

 五 （ 略 ） （ 略 ）   五 （ 略 ） （ 略 ）  

 六 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 六

号 の 犬 又 は 猫 の 引 取 り 

イ 生 後 九 十 一 日 以 上 の 犬 又

は 猫 の 場 合 

  六 条 例 第 十 八 条 第 一 項 第 六

号 の 犬 又 は ね こ の 引 取 り 

イ 生 後 九 十 一 日 以 上 の 犬 又

は ね こ の 場 合 

 

   一 頭 又 は 一 匹 に つ き     一 頭 又 は 一 匹 に つ き  

   二 千 円     二 千 円  

   ロ イ 以 外 の 場 合     ロ イ 以 外 の 場 合  

   十 頭 又 は 十 匹 ま で ご と に

二 千 円 

    十 頭 又 は 十 匹 ま で ご と に

二 千 円 

 

  

 


